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秦荘町・愛知川町合併協議会会議運営申し合わせ事項（案） 
 
 秦荘町・愛知川町合併協議会会議運営規程第１０条の規定に基づき、協議会の会議の

運営等に関し、次のとおり定めるものとする。 
 
 
１ 会議の定例開催 
  会議の開催および開催時刻等は、原則として以下のとおりとする。 

(1) 会議開催 毎月 1 回 第４木曜日 
(2) 開催時刻 午後１時３０分から 
(3) 開催場所 ハーティーセンター秦荘（中ホール）または愛知川町役場（大会議室） 

        （２町順番に持ち回りで開催） 
 
２ 事前提案の原則 
  協議事項については、原則として、質疑および協議を行う会議の前の会議において

事前提案し、説明を行うものとする。 
 
３ 資料提供の取り扱い 

(1) 協議会資料は、原則として傍聴者および報道関係者に対しても配布するものと 
する。 

(2) 事前提案における協議会資料は、質疑および協議を行う会議の前の会議におい 
て配布するものとする。 

 
４ 会議結果に係る発言者の氏名の公開の取り扱いについて 

会議録公開時における氏名の取り扱いは、公開とする。 
 
５ 会議録に掲載しない事項 
  会議録には、議長が取消しを命じた発言および自己の発言を議長の許可を得て取消

した場合、取消した発言は掲載しない。 
 
６ 合併協定項目に関する確認方法について 

 合併協定項目に関する確認方法は、原則として挙手によるものとする。 
 

７ 会議の代理出席 
  協議会委員が会議を欠席する場合の代理出席は認めない。 


